
 
 

第２ 介護支援の充実 

１ 介護保険サービス 

（１）居宅サービス 

ア サービスの概要 

佐世保市で実施している居宅サービスは以下のとおりである。 

 

 

 

イ 各サービスの現状 

（ア）訪問介護 

ａ 概要 
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利用者の居宅にホームヘルパー等が訪問し、食事や入浴、排せつ

の介助などの身体介護や買い物、洗濯、掃除などの生活援助を行う。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ている。要介護者等の在宅生活を支える基盤となるサービスである

ため、引き続きサービスの提供体制の確保と質の向上を図る必要が

ある。 

ｃ 今後の方針 

要介護者等が継続的に安心して在宅生活を送る上で必要なサービ

スであり、利用者の心身状態に合わせて、適切なサービスの提供に

努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（イ）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

ａ 概要 
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利用者の居宅に移動入浴車などの入浴設備を持ち込み、入浴及び

洗髪の介助並びに心身機能の維持及び確認を行う。 

ｂ 現状と課題 

在宅の中重度の要介護者の利用が多いサービスだが、利用者数は

ほぼ横ばいである。要介護者等が継続的に安心して在宅生活を送る

上で必要なサービスであることから、今後もサービスの提供体制を

確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 

要介護者等の心身状態や住環境に合わせて適切なサービスが提供

できるよう、主治医や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、

サービス事業者との連携を図り、サービス利用を促進する。 

ｄ 実績等 
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（ウ）訪問看護・介護予防訪問看護 

ａ 概要 

利用者の居宅に看護師等が訪問し、主治医の指示のもとで病状の

管理や処置などを行う。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ている。在宅生活を送る要介護者等にとって、必要なサービスであ

るため、引き続きサービスの提供体制を確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 

療養を必要とする要介護者等が安心して在宅生活を送るためには、

計画的かつ継続的な医学的管理が必要であるため、主治医や居宅介

護支援事業者、地域包括支援センター、サービス提供事業者との連

携を図り、サービス利用を促進する。 

ｄ 実績等 
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（エ）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

ａ 概要 

主治医の指示のもとで、病院、診療所又は介護老人保健施設の理

学療法士や作業療法士、言語聴覚士が通院困難な要介護者等の自宅

を訪問して、要介護者等の有する能力に応じ自立した日常生活を営

めるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション

を行うことにより、心身機能の維持回復を目指す。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ている。在宅生活を送る要介護者等にとって、それぞれの身体機能

の維持に不可欠なサービスであるため、今後もサービスの提供体制

を確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 

心身機能の維持回復が必要な要介護者等が安心して在宅生活を送

るためには、計画的かつ継続的なリハビリテーションが必要である

ため、主治医や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、サー

ビス提供事業者との連携を図り、サービス利用を促進する。 

ｄ 実績等 
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（オ）通所介護 

ａ 概要 

利用者が通所介護事業所（デイサービス）に通い、入浴や食事、

排せつなどの介護や生活相談、日常生活上の世話、機能訓練などを

受ける。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少した

が、現在は増加傾向にある。要介護者等の在宅生活を支える基盤と

なるサービスであるため、引き続きサービスの提供体制の確保と質

の向上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

要介護者等が継続的に安心して在宅生活を送る上で必要なサービ

スであり、利用者の心身状態に合わせて、適切なサービスの提供に

努める。 

ｄ 実績等 
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（カ）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

ａ 概要 

利用者が通所リハビリテーション事業所（デイケア）に通い、自

立した日常生活を営めるよう、理学療法や作業療法、その他必要な

リハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を目指

す。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少した

が、現在は増加傾向にある。在宅生活を送る要介護者等にとって、

それぞれの身体機能の維持に不可欠なサービスであるため、今後も

サービスの提供体制を確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 

心身機能の維持回復が必要な要介護者等が安心して在宅生活を送

るためには、計画的かつ継続的なリハビリテーションが必要である

ため、主治医と居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、サー
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ビス提供事業者との連携を図り、サービス利用を促進する。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（キ）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

ａ 概要 

要介護等の高齢者を介護している家族が、病気や冠婚葬祭、介護

疲れ等の理由により一時的に介護できなくなった場合、施設におい

て短期間の入所を受け入れ、食事や日常生活の世話などを行う。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少した

が、現在は増加傾向にある。居宅において、介護者の介護が受けら

れない場合などに利用するサービスで、要介護者等及び介護者双方

の立場から必要とされるサービスであるため、実績に基づいて現状

のサービス量を確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 
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居宅における介護者の高齢化に伴う介護負担の増加や家族等の事

情によって、短期入所の利用ニーズも高まってきているため、サー

ビスの趣旨に沿った利用に留意し、短期入所生活介護が必要となっ

た者へ円滑にサービスが提供されるよう、運用の適正化を図ってい

く。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（ク）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

ａ 概要 

介護者の事情により居宅での介護が困難になった際に、介護老人

保健施設等に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や入浴、食

事、排せつなどの介護や日常生活の世話、機能訓練などを受ける。 

ｂ 現状と課題 

利用者数はほぼ横ばい状態にある。サービスの利用者が医学的管

理を必要とする要介護者等であるため、ニーズに応じた現状のサー
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ビス量を確保する必要がある。 

ｃ 今後の方針 

居宅における介護者の高齢化に伴う介護負担の増加や家族等の事

情によって、短期入所の利用ニーズも高まってきているため、サー

ビスの趣旨に沿った利用に留意し、短期入所療養介護が必要となっ

た者へ円滑にサービスが提供されるよう、運用の適正化を図ってい

く。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（ケ）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

ａ 概要 

利用者の居宅に医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が訪問し、

療養上の管理指導を行う。 

ｂ 現状と課題 

利用者数はほぼ横ばい状態であるが、要介護者等の在宅生活を支
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えるために必要なサービスであることから、今後もサービスの提供

体制の確保と質の向上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

療養を必要とする要介護者等が安心して在宅生活を送るためには、

計画的かつ継続的な医学的管理が必要となるため、主治医（医師、

歯科医師）や居宅介護支援事業者、地域包括支援センターとの連携

を図り、サービス利用を促進する。 

ｄ 実績等 

 

 

（コ）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

ａ 概要 

介護保険の指定を受けた特定施設（有料老人ホームや養護老人ホ

ーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅）に入居する要介

護者等に対し、入浴や食事、排せつなどの介護や日常生活上の世話、

機能訓練などを提供する。 

ｂ 現状と課題 
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各施設サービスにおいて一定数の待機者はいるものの、２０２１

（令和３）年度をピークに高齢者数は減少に転じていることや他都

市と比較して整備が進んでいることから、充足が図られていると考

える。 

ｃ 今後の方針 

第９期介護保険事業計画期間中の新たな整備は行わず、引き続き

事業者と連携し、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（サ）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

ａ 概要 

利用者が自立して日常生活を営むことができるようにするために、

心身の状況や環境等に応じて適切な福祉用具の選定・貸与をする。 

ｂ 現状と課題 
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新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ている。今後も要介護者等の増加に伴い、利用者の増加が見込まれ

ることから、自立支援の観点に鑑み、サービスの質の向上を図る必

要がある。 

ｃ 今後の方針 

要介護者等の心身状態や、そのおかれている環境に適した福祉用

具を利用できるよう、適切な用具の選定が必要となることから、ケ

アマネジャーや福祉用具貸与事業者などと連携し、サービスの質の

向上に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（シ）特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

ａ 概要 

利用者が自立して日常生活を営むことができるようにするために、
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特定福祉用具の購入費（限度額１０万円）の７割から９割を上限と

して支給する。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が増加した

が、現在はほぼ横ばい状態である。要介護者等の増加に伴い、利用

者が増加する可能性もあることから、自立支援の観点に鑑み、サー

ビスの質の向上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

要介護者等の心身状態や、そのおかれている環境に適した福祉用

具を利用できるよう、適切な用具の選定が必要となることから、ケ

アマネジャーや特定福祉用具販売事業者などに対する指導・助言を

行い、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

 

─ 111 ─



 
 

（ス）住宅改修・介護予防住宅改修 

ａ 概要 

在宅生活に支障がないように段差解消など住宅の改修を行った際

に、限度額２０万円の７割から９割を上限として費用を支給する。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ている。要介護者等の在宅生活を支援するため、引き続き、サービ

スの質の確保及び向上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

住宅改修は、要介護者等が安心して安全な在宅生活ができるよう、

ケアマネジャー等が適切な助言や指導を行うとともに、住宅改修業

者による適切な設計・施工が必要となる。そのため、ケアマネジャ

ーや住宅改修業者などに対する指導・助言を行い、サービスの質の

向上に努める。 

ｄ 実績等 
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（セ）居宅介護支援・介護予防支援 

ａ 概要 

居宅介護支援は、利用者の意向や自立支援をもとにしたケアマネ

ジャー等によるケアプランの作成やサービス提供事業者との連絡調

整など居宅サービス利用に関わる総合調整を行うサービスである。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃から利用者が増加し

ており、引き続き、サービスの確保とケアマネジャーの資質の向上

を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

サービス利用中の者に対しては、要介護認定状態の改善・悪化防

止を目的としたケアマネジメントを行い、より適切な支援を行う必

要がある。今後も、ケアマネジャーや地域包括支援センター等と連

携し、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 
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（ソ）高額介護サービス事業 

ａ 概要 

高額介護サービス事業は、介護保険サービスを利用した場合、利

用した月（１か月分）の利用者負担額が、個人又は世帯の負担上限

額を超えた場合に、申請によって、超えた額を支給する制度である。 

ｂ 現状と課題 

給付実績は伸びているが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴

う介護サービスの利用控えにより、計画と実績の乖離が生じている。

当該サービスを利用されない方に対し、勧奨通知を毎月発送してい

るが、引き続き未申請者への周知を図っていく必要がある。 

ｃ 今後の方針 

利用者の負担軽減のため、介護サービス利用者だけでなく事業所

やケアマネジャーにも制度の周知に努め、積極的に制度利用を促進

する。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（タ）高額医療合算介護サービス事業 

ａ 概要 

高額医療合算介護サービスは、１年間にかかった医療保険と介護

保険の自己負担額の合算額が、世帯員の年齢、所得に応じて定めら

れた限度額を超えた場合に、申請によって、自己負担限度額を超え

た額を医療保険、介護保険の自己負担の比率に応じて支給する制度
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である。 

ｂ 現状と課題 

高齢者数の増加や制度の浸透が図られたことなどにより、申請率

が伸びてきており、利用者等に対する制度の周知を行っていく必要

がある。 

ｃ 今後の方針 

利用者の負担軽減のため、高額介護サービス事業とともに制度の

周知を行い、円滑な事業の実施に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（２）地域密着型サービス 

ア サービスの概要 

地域密着型サービスとは、認知症高齢者や一人暮らし高齢者等の増

加を踏まえ、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地

域で生活を継続できるように設けられたものである。原則として、所在

市町村の住民のみが保険給付の対象となるため、地域の実情を踏まえ

ながら、地域単位（日常生活圏域単位など）で適切なサービス基盤の整

備を行っている。 

地域密着型サービスに含まれるサービスの種類は以下のとおりであ

る。 
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イ 各サービスの現状 

（ア）夜間対応型訪問介護 

ａ 概要 

夜間対応型訪問介護は、要介護者が夜間でも安心して生活できる

ように、利用者宅への定期的な巡回訪問や通報により、介護福祉士

等が居宅を訪問して、入浴や排せつ、食事などの介護や日常生活上

の世話、緊急時の対応を行うサービスである。 

ｂ 現状と課題 

事業所数は人口２０万～３０万人に１事業所が目安とされており、

現在、目安となる１事業所が開設していることから、サービスの提

供体制は確保されている 

ｃ 今後の方針 

新設を希望する事業者があれば随時指定を行い、引き続き事業者

と連携を図りながら、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 
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【意見】 

実績と計画が示されているもののうち、２０２３（令和５）年度の計画比が

６１．５％となっている（なお、上記表の同年度の数値は実績値（見込）で、

実績は９となり、実際の計画比は６９．２％となる）。２０２４（令和６）年度

以降は計画値が１０となっているが、仮に２０２３（令和５）年度の実績値の

まま推移したとしても、計画比は９割にとどまることになる。一定の需要があ

る事業であるから、実績が低迷した原因を確認すべきである。 

 

（イ）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

ａ 概要 

小規模多機能型居宅介護は、在宅の要介護者等の容態や希望に応

じて、「通い」を中心に「訪問」や「宿泊」を提供する介護サービス

である。家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴や排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用

者の状態や希望に応じ、随時の「訪問」や「宿泊」のサービスを組

み合わせて提供し、在宅での自立した日常生活を支援する事業であ
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る。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少し、

その傾向が続いている。利用者の希望や容態により訪問や泊りを組

み合わせて提供できることから、在宅生活を送る要介護者等にとっ

て必要なサービスであるため、サービスの提供体制の維持と質の向

上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

新設を希望する事業者があれば随時指定を行い、引き続き事業者

と連携を図りながら、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（ウ）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

ａ 概要 

要介護者等で認知症の利用者が可能な限り居宅において、その有
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する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、心身の機能を維

持するとともに、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る

事業である。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少した

が、現在は増加傾向にある。認知症高齢者が在宅生活を継続する上

で必要なサービスであるため、サービスの提供体制の維持と質の向

上を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

新設を希望する事業者があれば随時指定を行い、引き続き事業者

と連携を図りながら、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 

 

 

 

（エ）地域密着型通所介護 
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ａ 概要 

利用者が通所介護事業所（デイサービスセンター）に通い、入浴

や食事、排せつなどの介護や生活相談、日常生活上の世話、機能訓

練などを受ける事業である。２０１６（平成２８）年４月に、利用

定員が１８人以下の小規模な事業所は、通所介護から地域密着型通

所介護に移行された。 

ｂ 現状と課題 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した頃に利用者が減少した

が、現在は増加傾向にある。在宅生活を送る要介護者等にとって、

必要なサービスであるため、サービスの提供体制の維持と質の向上

を図る必要がある。 

ｃ 今後の方針 

新設を希望する事業者があれば随時指定を行い、引き続き事業者

と連携を図りながら、サービスの質の向上に努める。 

ｄ 実績等 
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